
事 案 調 書 （■経営会議  □経営調整会議  □局経営会議） 

開 催 日 時 ：平成２０年１１月１３日（木） 午前 ９：３０ ～    ： 

事案担当課 ：学校保健課  （内線 ５１７３ ） 

件 名 相模原市立中学校完全給食実施方針の策定について ■新規 
□拡充 

充実 

総合計画の位置付け 
■有 □無 

政策名 第４章 人間性豊かな子どもを育成します 

施策名 学校教育環境の整備 

条例等制定・改廃 
□有 ■無 

条例名等 
 
 

情報システム関連 
■有 □無 

提 案 

理 由 

（背景及び必要性等） 
 

完全給食の実施校と未実施校が混在する本市の中学校給食の現状、中学校給食あり方懇話会の

提言をふまえ、本市における中学校の完全給食実施について提案するもの 

概 要 

１．相模原市立中学校完全給食実施方針の策定について 
 
２．パブリックコメントの結果について 

事
案
の
具
体
的
内
容 

 

１．相模原市立中学校完全給食実施方針の策定について 

（１）現状、経過等 

・本市における中学校給食は、津久井地域との合併により、持参弁当を基本としたミルク給食の

中学校（旧相模原市の区域 27 校、相模湖町の区域 2 校、藤野町の区域 1 校）とセンター方式に

よる完全給食の中学校（城山町の区域 2 校、津久井町の区域 5 校）の 2 形態となっている。 

・合併調整方針では、旧相模原市、相模湖町及び藤野町の区域の中学校給食については、合併後

3 年間で検討と位置づけられた。 

・中学校完全給食の実施に対する市民ニーズの高まりを受け、平成 18 年 11 月に中学校給食のあ

り方懇話会を設置、平成 20 年 3 月に同懇話会の提言が教育委員会に提出された。 

・これらの経過をふまえ、中学校の完全給食実施について市としての方針を決定するもの。 

 

（２）実施方針の内容 

  ・すべての中学校で完全給食を早期に実施する。 

  ・栄養士が献立作成と食材発注を行い、栄養バランスのとれた安全な給食を提供する。 

  （実施方策） 

   ・旧相模原市、相模湖町及び藤野町の区域の中学校では、弁当併用デリバリー方式により完全

    給食を実施する。 

   ・城山町及び津久井町の区域の中学校では、現行の給食センター方式を継続実施する。 

   ・地域特性に応じて、別の給食方式（給食センター方式、親子方式）や、ランチルームの整備

    についても検討する。 

 

２．パブリックコメントの結果について 

（１）募集時期   

   平成 20 年 9 月 16 日(火)～10 月 15 日(水) 

 

（２）結  果 

   提出者数 160 人、提出件数 281 件 

 

（様式２）



事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

平成20年11月 教育委員会 

       議会へ資料提供、公表 

平成21年度～ プロポーザル方式による給食事業者の募集・選定 

       中学校配膳室の設計 

平成22年度～ 中学校配膳室の工事 

  完全給食の開始 

経
費
・
事
業
対
象
そ
の
他 

経費：施設整備費 900,000 千円（30 校） 

中学校配膳室の設計、工事、備品整備等 

年間運営費 1,050,000 千円（30 校） 

    調理･配送業務委託 756,000 千円、配膳室の運営 126,000 千円 

    人件費（配膳、学校事務職員賃金）133,740 千円 

事業対象：旧市、相模湖町及び藤野町の区域の中学校の生徒・教職員 約 18,000 人 

     食数見込み 約 12,000 食（喫食割合 2／3 想定）  

事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
の
課
題 

 
・給食調理、衛生管理、配送体制が整備された事業者の確保 
・既存の学校給食センターを活用する場合の施設改修 
・給食と持参弁当との併用により給食予約・給食費管理システムの導入が必要 

検
討
経
過 

 
 平成 20 年 6 月 25 日 主管会議 
 平成 20 年 7 月 8 日 教育行政調整会議 
 平成 20 年 7 月 17 日 経営調整会議 

経
営
調
整
会
議
・
主
管
会
議
で
の
主
な
意
見
・
結
果 

〔■経営調整会議 □主管会議での主な意見〕 

○試算上、運営経費ではセンター方式が割安という。ＰＦＩによるセンター整備検討の有無は。 
→ＰＦＩによるセンター整備も含めて、給食方式の検討を行っている。 

 
○民間事業者の目処はあるのか 
→事業者も関心を持っている。今後、事業者の誘致を進めていきたい。 

 
○栄養士が食材発注する理由は。民間事業者でも可能ではないか。 
→小学校の給食調理場や各センターでは栄養士が食材の発注を行っている現状がある。食の安全への関心

が高まっていることから、民間に委ねる考えはない。 
 
○弁当併用デリバリー方式と給食センター方式、１市２制度はなじみにくいのではないか。 
→画一的にせず、地域の実情に応じた多様な方式を進めていく考えである。 

 
○保護者の意見反映は。 
 →中学校給食あり方懇話会の中間報告時に、全小中学校、単位ＰＴＡに意見を求め、提言に意見反映を図

っている。 
［■経営調整会議の結果］

［□主 管 会 議 の 結 果         ］

基本的方向を了承 
 

 


